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●
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用

　

く
だ
さ
い

�　

育
児
相
談
や
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
支
援

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す　

実
施
場
所
＝
菫

ケ
丘
幼
児
園
内（
黒
髪
、�
0
9
5
6
・
3

4
・
4
1
8
8
）▼
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

内（
花
園
、�
0
9
5
6
・
2
3
・
3
9
4

5
）▼
日
野
保
育
園
内（
日
野
、�
0
9
5

6
・
2
8
・
3
2
6
4
）▼
ル
ン
ビ
ニ
保
育
園

内（
崎
岡
、�
0
9
5
6
・
2
0
・
5
1
0

0
）▼
吉
井
保
育
所
内（
吉
井
町
大
渡
、�

0
9
5
6
・
6
4
・
2
2
0
5
）▼
お
は
し

保
育
園
内
（
吉
井
町
橋
川
内
、�
0
9
5

6
・
6
4
・
3
5
2
5
）▼
ひ
と
み
保
育
園

内（
吉
井
町
立
石
、�
0
9
5
6
・
6
4
・

2
3
2
4
）▼
ゆ
り
か
ご
保
育
園
内（
世
知

原
町
栗
迎
、�
0
9
5
6
・
7
6
・
2
2
4

6
）

　
■
各
支
援
セ
ン
タ
ー

●
出
前
保
育
「
み
ん
な
よ
っ
と
い
で
ー
」

　

と
き
＝
①
6
月　

日　

②
7
月
4
日　

13

③
7
月　

日　

※
時
間
は
①
③　

時　

分

11

10

30

〜　

時
、
②　

時　

分
〜　

時　

分　

と

12

10

30

11

45

こ
ろ
＝
①
春
日
幼
児
園　

②
か
い
ぜ
保
育

園　

③
菫
ケ
丘
幼
児
園　

内
容
＝
保
育
士

が
手
遊
び
や
親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び
を
紹
介

し
ま
す　

参
加
料
＝
無
料

●
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ク
ッ
キ
ン
グ

�　

と
き
＝
7
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
中

14

10

央
公
民
館　

材
料
代
＝
三
百
円　

申
し
込

み
＝
同
課

●
手
話
奉
仕
員
と
要
約
筆
記
奉
仕
員
を
派

　

遣
し
ま
す

　

対
象
者
＝
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

「
子
育
て
」

●
乳
幼
児
健
診
の
お
知
ら
せ

�
▼
4
カ
月
児
健
診
＝
3
〜
4
カ
月
ご
ろ

▼
1
歳
6
カ
月
児
健
診

　
　

＝
1
歳
6
カ
月
ご
ろ

▼
3
歳
児
健
診
＝
3
歳
6
カ
月
ご
ろ

※
1
カ
月
前
に
該
当
者
に
通
知
し
ま
す
。

※
宇
久
地
域
は
年
3
回
、
宇
久
保
健
福
祉

　

セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
ま
す
。

●
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
（
花
園
町
）
の

　

療
育
相
談
と
歯
科
保
健
相
談（
予
約
制
）

　

遊
び
の
広
場
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
障
害
福
祉
」

�
●
断
酒
や
酒
害
の
相
談

　

①
酒
害
相
談
＝
障
害
福
祉
課
で
随
時

　

②
佐
世
保
断
酒
会
＝
6
月　

、　

日

13

27

　

③
ア
ル
コ
ー
ル
家
族
教
室
＝
7
月
6
日

　

場
所　

②
③
は
保
健
所

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
膠
原
病
の
会

　

6
月　

日
15

　

場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー（
花
園
町
）

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

●
精
神
保
健
相
談

　

6
月　

日
、
7
月
6
日

22

　

場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
訓
練

①
社
会
復
帰
事
業
ソ
ー
シ
ャ
ル
ク
ラ
ブ

　

＝
月
曜
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
▼
第
1
・

　
　

3
・
5
金
曜
、
大
野
地
区
公
民
館
▼

　
　

第
2
・
4
金
曜
、
東
部
住
民
セ
ン
タ
ー

②
家
族
の
会（
ゆ
み
は
り
会
）＝
6
月　

日
17

③
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
（
要
予
約
）

　

＝
6
月　

日
21

④
地
域
作
業
所「
喫
茶
ど
り
い
む
」　
　
　

　

＝
月
〜
金
曜

⑤
地
域
作
業
所
・
か
た
る
会
共
同
作
業
所

　
（
吉
井
町
大
渡
）

　

＝
月
〜
金
曜
（
第
2
木
曜
休
み
）

⑥
地
域
作
業
所
「
シ
ル
ク
印
刷
工
房
わ
く

　

わ
く
ワ
ー
ク
」（
鹿
子
前
町
）

　

＝
月
、
火
、
木
、
金
曜

⑦
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー「
ふ
れ
ん
ず
」

　
（
常
盤
町
）
＝
毎
日

⑧
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ハ
ー
ト
ピ

　

ア
青
空
」（
世
知
原
町
栗
迎
）
＝
毎
日

　

場
所　

②
③
④
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

　
●
健
診
・
相
談
な
ど

　
■
同
セ
ン
タ
ー

　
　
（�
0
9
5
6
・
2
3
・
3
9
4
5
）

　
■
菫
ケ
丘
幼
児
園
・
地
域
子
育
て
支
援
セ

　

ン
タ
ー（�
0
9
5
6
・
3
4
・
4
1
8
8
）

�

�

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
（
フ
ァ
ク
ス
0
9
5
6
・
2
5
・
2
2
8
1
）

こ
う 
げ
ん

受
け
て
い
る
聴
覚
、
音
声
機
能
ま
た
は
言

語
機
能
に
障
害
の
あ
る
人　

派
遣
対
象
＝

公
的
機
関
の
相
談
手
続
き
、
医
療
機
関
の

受
診
、
入
学
・
卒
業
・
家
庭
訪
問
な
ど
の

学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
社
会
生

活
上
必
要
な
機
関
で
、
意
思
の
伝
達
を
行

う
た
め
に
奉
仕
員
を
必
要
と
す
る
と
き　

申
し
込
み
＝
派
遣
を
希
望
す
る
日
の
7
日

前
ま
で
に
同
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
知
的
障
害
が
あ
る
方
と
そ
の
ご
家
族
の

　

教
室

　

こ
と
し
4
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
自

立
支
援
法
と
就
労
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考

え
ま
す　

と
き
▼
6
月　

日
〜
7
月
5
日

14

の
毎
週
水
曜
、　

〜　

時
＝
勉
強
会
▼
7

10

12

月
8
〜
9
日
＝
キ
ャ
ン
プ　

と
こ
ろ
＝
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
（
花
園
町
）
な
ど　

定

員
＝　

家
族
程
度　

参
加
料
＝
無
料　

締

10

め
切
り
＝
6
月　

日　

申
し
込
み
＝
同
所

12

2006.6
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「
健
康
づ
く
り
」

�
●
健
康
診
断

※
①
と
④
の
自
己
負
担
金
は
五
百
円
で
す
。

※
①
②
③
で
血
液
検
査
を
す
る
人
は
食
事

な
ど
を
取
ら
な
い
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
は
、
職
場
で
健
康
診
断
が
あ
る
人
、

高
血
圧
・
糖
尿
病
・
心
臓
病
・
腎
臓
・
肝

臓
・
高
脂
血
症
で
病
院
に
か
か
っ
て
い
る

人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
結
核
検
診
（
無
料
）

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

時
間
①
⑤
⑪
＝
9
時　

分
〜　

時　

分

20

10

20

　
　

②
⑥
⑫
＝　

時　

分
〜　

時　

分　

10

40

11

40

　
　

③
⑦
⑨
＝　

時　

分
〜　

時　

分

13

30

14

30

　
　

④
⑧
⑩
＝　

時　

分
〜　

時　

分

14

45

15

45

　
　

⑬
＝
8
時　

分
〜　

時　

分

30

10

30

●
が
ん
検
診（
受
診
は
各
種
一
年
に
一
回
）

　

と
こ
ろ
＝
市
内
の
登
録
医
療
機
関

※
国
保
加
入
者
は
、
市
が
実
施
し
て
い
る

が
ん
検
診
が
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

 
項
目

①　

歳
以
上

40

　

の
基
本
健

　

康
診
査

※
受
診
は
一

　

年
に
一
回

②
就
職
・
受

　

験
な
ど
の

　

一
般
健
診

※
予
約
不
要

③
集
団
向
け

　

定
期
健
診

※
要
予
約

④　

歳
以
上

20

　

の
成
人
歯

科
健
診

※
要
予
約

と　

き

常　

時

火
曜
8
時　

分
30

 
〜　

時　

分

10

30

月
曜
、
水
曜

8
時　

分
30

 
〜　

時　

分

10

30

第
1
・
3
木
曜

8
時　

分
30

 
〜　

時　

分

10

30

常　

時

と
こ
ろ

市
内
の
登
録

医
療
機
関

保
健
所

保
健
所

市
内
の
登
録

歯
科
医
療
機

関

と　

き

6
月　

日
23

6
月　

日
29

7
月
6
日

7
月
7
日

毎
週
火
曜

と
こ
ろ

⑤
俵
ヶ
浦
郵
便
局
横

⑥
野
崎
町
公
民
館

⑦
奥
山
町
公
民
館

⑧
南
風
崎
1
区
公
民
館

⑨
瀬
道
町
公
民
館

⑩
宮
地
区
公
民
館

⑪
宮
津
バ
ス
停
跡

⑫
城
間
集
落
セ
ン
タ
ー

⑬
保
健
所

�

と　

き

6
月　

日
16

6
月　

日
22

と
こ
ろ

①
九
十
九
地
区
公
民
館

②
西
海
パ
ー
ル
シ
ー
リ
ゾ
ー
ト

③
西
地
区
公
民
館

④
東
鵜
渡
越
公
民
館

児童手当の支給対象拡大と現況届の提出

【手続き】
　●小学4年生の保護者で、ことし3月末現在、本市で児童手当を
　　受給中の人は申請不要（受給していない人は申請が必要）。
　●小学5、6年生の保護者と所得制限で手当を受けていない保護
　　者は申請が必要。申請には、申請者（主な生計維持者）名義の
　　預金通帳、印鑑が必要です（健康保険証のコピーなどが必要な
　　場合あり）。
　※公務員は勤務先で手続きしてください。
【支　給】　新たに対象となった人だけは、9月末までに申請すれ
　　ば最大4月分までさかのぼって支給します。
【現況届】
　該当者へ郵送する用紙に記入し、6月中に提出を。提出しないと
　引き続き手当を受けられなくなります（所得制限あり）。内容に
　よっては、健康保険証のコピーなどが必要な場合があります。
お尋ね　市役所子育て家庭課

【対象年齢】≪改正前≫　　　　　　  ≪改正後（4月1日から）≫
　　　　　　小学3年生までの児童　�　小学6年生までの児童
【所得制限額の引き上げ】
　これまで所得制限により児童手当を受けていなかった人も受給
　できる場合があります。
　※いずれも申請が必要で、所得制限があります。

年齢29～2039～3049～4069～5070
以上

胃3,000円1,000円

無
料

肺
　 
　X線・ 痰 検査  900円

たん

大腸600円

子宮頸部　1,000円

乳 

前立腺　　　　50～84歳     無料

X線            400円

視触診・
エコー
1,500円

視触診・X線

1,100円 1,500円

　
■
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ピ
ア
さ
せ

　

ぼ
（�
0
9
5
6
・
2
3
・
3
9
9
5
）

�


